
一 般 報 告 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日 

情報公開・個人情報保護審議会  

教育委員会事務局教育人事・指導課 

 

メール送信時の宛先誤設定について 

 

１ 概要 

  令和７年１２月５日（金）、杉並区立桃井第二小学校において、令和８年度の臨時

的任用教員及び時間講師を採用するにあたり、 杉並区教育委員会から配付された

教職員採用候補者名簿に記載された１５２名のメールアドレスを使って、一斉メール

送信により募集を行った。その際、ＢＣＣではなく、ＴＯで送信したことにより、メールを

送信された全ての方が、他に送信された方のメールアドレスを確認できる状況であっ

たことが判明した。 

 

２ 誤って送信した個人情報 

  メールアドレス 

 

３ 原因 

  担当者は、令和８年度の臨時的任用教員及び時間講師を採用するにあたり、令和

７年１２月５日（金）臨時的任用教職員採用候補者名簿に記載された 28名及び時間

講師採用候補者名簿に記載された１２４名に、それぞれの名簿に記載のメールアドレ

スを使って、一斉メールを行った。この際に、送信に当たっての確認が不十分であっ

たため、宛先をＢＣＣに設定するべきところＴＯで送信してしまった。 

なお、翌６日（土）に送信者の１人から同校担当者へ他の送信先がＴＯになってい

るとの連絡があったことにより、本件が発覚した。 

 

４ 区の対応 

⑴   関係者への謝罪等  

杉並区立桃井第二小学校は発覚した１２月８日（月）に、メール送信した全ての

方に謝罪及び誤送信したメールの削除を依頼した。現在、７５名が削除を実施した

ことを確認済みであるが、その他の方も引き続き確認を行う。 

 

⑵   報道機関への情報提供 

１２月８日夜、広報課を通じて報道機関に対し情報提供を行った。 

  

⑶   再発防止策 

 複数のあて先へメールを送る際は、あて先毎に送信するか、ＢＣＣで送るよ

う全学校管理職に対し改めて指導した。また、区立学校全校に対し令和８年

２月より送信前に再度、宛先確認を促すセキュリティソフトウェアの導入を

予定している。 


